
【資料４】 
 

1 

 

 

 

 

 

 

１．実施概要 

 京都京阪バス株式会社におかれては、バス運転者不足が深刻な状況となっており、これま

で一般路線バスの減便や路線休廃止、運転者の処遇改善に資するための運賃改定等を断行

されてきたところであるが、引き続き限られた要員で対応可能な輸送規模への整備が必要

であることから、全社的な路線バスの利用状況や運行便数等を鑑み、城陽さんさんバスの今

後の安定的かつ持続的な路線運行の維持を図るため、運行計画を見直すこととする。 

 

２．京都京阪バス(株)の現状 

 京都京阪バス(株)より説明（資料４－１） 

 

３．運行計画変更の内容 

（１）鴻ノ巣山運動公園近鉄寺田線〔プラムイン城陽～宮ノ谷～ＪＲ城陽駅～近鉄寺田駅〕 

 ①プラムイン城陽発 → ＪＲ城陽駅 → 近鉄寺田行き 

・サンガタウン城陽経由を廃止 → 東宮ノ谷（サンガタウン城陽南口）で代替 

・７～１８時台の運行間隔を３０分から６０分に変更（２３便→１２便） 

・始発を６：５９発に１分繰り下げ、その他時刻を変更 

②近鉄寺田発 → ＪＲ城陽駅 → プラムイン城陽行き 

・サンガタウン城陽経由を廃止 → 東宮ノ谷（サンガタウン城陽南口）で代替 

・８～１８時台の運行間隔を３０分から６０分に変更（２３便→１１便） 

・始発を近鉄寺田７：５４発に変更 

①プラムイン城陽発（近鉄寺田方面） ②近鉄寺田発（プラムイン城陽方面）

時 時

6 59城 58城 6

7 24 35城 58 7 54

8 22 22 54 8 54 07※ 25 54サ

9 26 26 56 9 54 24 54サ

10 26 24サ 56 10 54 24 54サ

11 26 26 56 11 54 24 54

12 26 24サ 56 12 54 24 54サ

13 26 26 56 13 54 24 54

14 26 24サ 56 14 54 24 54サ

15 26 26 56 15 54 24 54

16 26 24サ 56 16 54 24 54サ

17 26 24サ 56 17 54 24 54

18 26 24サ 18 54 24 54

19 19

城：ＪＲ城陽駅行き　サ：サンガタウン城陽経由 ※：JR城陽駅発

改正 現行 改正 現行

 

議題（４） 

城陽さんさんバスの運行計画変更について（協議事項） 
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（２）プラムイン城陽長池線〔プラムイン城陽～鴻ノ巣台～ＪＲ城陽駅～アル・プラザ城陽〕 

 ①プラムイン城陽発 → ＪＲ城陽駅 → 水主団地 → アル・プラザ城陽行き 

・始発を７：１４発に１３分繰り下げ、その他時刻を変更 

②アル・プラザ城陽発 → 水主団地 → ＪＲ城陽駅 → プラムイン城陽行き 

・変更なし 

①プラムイン城陽発（アルプラザ城陽方面） ②アルプラザ城陽発（プラムイン城陽方面）

時 時

6 6

7 14城 38 01城 38 7

8 40 37 8 05※30 05※ 30

9 29 29 9 30 30

10 29 29 10 30 30

11 29 29 11 30 30

12 29 29 12 30 30

13 29 29 13 30 30

14 29 29 14 30 30

15 29 29 15 30 30

16 29 29 16 30 30

17 29 29 17 30 30

18 18 30 30

19 19

城：ＪＲ城陽駅行き ※：水主団地発

改正 現行 改正 現行

 

  ※今回提示しているダイヤ改正案については、あくまで現時点での案であり、ＪＲ奈良

線にて春のダイヤ改正があった場合などは、接続を考慮して調整を行う予定である。 

 

（３）使用車両及び必要運転者数 

・使 用 車 両 ： ４両 →  ３両 （▲１両） 

・必要運転者数 ： 休憩・交代も考慮すると、１．５名分の削減効果 

 

４．変更による主な効果及び利便性の維持 

（１）効率的な運行体制の確立 

寺田線を３０分間隔から６０分間隔に変更し、車両１両および必要運転者数１．５名

分を削減することで、限られた人員・車両を有効活用し、持続可能な運行体制を確保す

る。 

（２）利便性を維持したダイヤ設定 

ダイヤ改正後もＪＲ城陽駅での列車との接続、路線相互無料乗り継ぎ、昼間のパター

ンダイヤ及び終発便の時刻を維持し、主要な通勤・通学需要及び買い物等利用への対応

を継続する。 

（３）需要に則した運行の実施 

各線における通勤・通学の利用実態を踏まえ、朝時間帯においてピンポイントで便を

設定することで、利用者ニーズに沿った運行を実現する。 
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５．実施時期 

 令和８年４月１日（水） 

 

６．周知 

・広報じょうよう１月１５日号に掲載 

 ・市ホームページ、SNSに掲載 

 ・路線図・時刻表の更新、配布 

 ・車内、停留所標柱に掲示 

 ・関係各所への情報提供 


